
◎地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改

正する法律 
（平成二九年六月二日法律第五二号）   

一、提案理由（平成二九年三月二九日・衆議院厚生労働委員会） 

○塩崎国務大臣 ただいま議題となりました地域包括ケアシステムの強化のための介護

保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説

明いたします。 

 高齢化の進展等に伴い、介護を必要とする高齢者等の増加が見込まれる中、高齢者等

が住みなれた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように

していくことが重要です。このような状況を踏まえ、介護保険制度の持続可能性を高め

るとともに、介護保険の保険者である市町村の取り組みを推進することなどを通じて、

地域包括ケアシステムの強化を図るため、この法律案を提出いたしました。 

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 

 第一に、高齢者の自立支援や要介護状態の重度化防止等に向けた取り組みを効果的に

実施するため、市町村が地域の課題を分析して、介護保険事業計画に具体的な取り組み

内容や目標を記載することとするほか、都道府県による市町村支援や、これらの取り組

みを支援するための交付金など、保険者機能を強化するための仕組みを法律に位置づけ

ます。 

 第二に、今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズに対応するため、日常的

な医学管理が必要な要介護者の受け入れやみとり、ターミナルケア等の機能と、生活施

設としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設として介護医療院を創設します。 

 第三に、地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進するため、高齢者に限らず、障

害者、子供など全ての地域住民が抱えるさまざまな分野にわたる生活課題を解決するた

めの包括的支援体制づくりなどを市町村の努力義務とするとともに、高齢者と障害児者

が同一の事業所でサービスを受けやすくするための共生型サービスを法律に位置づけま

す。 

 第四に、介護保険制度の持続可能性を高める等の観点から、一定以上の所得を有する

者の給付割合の見直しを行うとともに、被用者保険等保険者の介護納付金を標準報酬総

額に応じた負担といたします。 

 最後に、この法律案の施行期日は、平成三十年四月一日など、改正事項ごとに所要の

施行期日を定めることとしております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。 

二、衆議院厚生労働委員長報告（平成二九年四月一八日） 

○丹羽秀樹君 ただいま議題となりました各案について、厚生労働委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 



 まず、内閣提出の地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正す

る法律案について申し上げます。 

 本案は、地域包括ケアシステムの強化を図るため、所要の措置を講じようとするもの

で、その主な内容は、 

 第一に、市町村が高齢者の自立支援、要介護状態の重度化防止等に向けて取り組む仕

組みを法律に位置づけること、 

 第二に、新たな介護保険施設として、介護医療院を創設すること、 

 第三に、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするための共生型

サービスを法律に位置づけること、 

 第四に、一定以上の所得を有する者の給付割合の見直しを行うこと 

等であります。 

……………（略）…………… 

 各案は、去る三月二十八日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に

付託されました。 

 本委員会におきましては、各案について、翌二十九日塩崎厚生労働大臣及び提出者大

西健介君からそれぞれ提案理由の説明を聴取し、三十一日から質疑に入り、四月十一日

には参考人から意見を聴取したほか、十二日には安倍内閣総理大臣の出席を求め質疑を

行い、同日内閣提出の法律案について質疑を終局いたしました。 

 次いで、内閣提出の法律案について採決を行った結果、賛成多数をもって原案のとお

り可決すべきものと議決いたしました。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院厚生労働委員長報告（平成二九年五月二六日） 

○羽生田俊君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、地域包括ケアシステムを強化するため、市町村介護保険事業計画の記載

事項に被保険者の地域における自立支援等施策などを追加し、この実施に関する都道府

県及び国による支援を強化するとともに、介護医療院の創設、利用者負担の見直し、被

用者保険等保険者に係る介護納付金の額の算定に係る総報酬割の導入等の措置を講じよ

うとするものであります。 

 委員会におきましては、市町村等による自立支援等施策に関する財政的インセンティ

ブの在り方、地域共生社会の実現に向けた取組、利用者負担の見直しの目的とその影響、

介護医療院の創設に至った経緯、総報酬割導入の必要性等について質疑を行うとともに、

参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して倉林明子委員より反

対、希望の会（自由・社民）を代表して福島みずほ委員より反対の旨の意見がそれぞれ



述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二九年五月二五日） 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、利用者負担の更なる増加に対する国民の不安を払拭するため、政令で定める利用者

負担割合が三割となる所得の額については、医療保険の現役並み所得者と同等の水準

とすること。 

二、利用者負担割合が二割となる所得の額を定める政令の改正を行おうとする場合には、

所得に対して過大な負担とならないよう十分配慮するとともに、あらかじめ、当該改

正による影響に関する予測及び評価を行うこと。 

三、利用者負担割合の三割への引上げが施行されるまでの間に、平成二十七年に施行さ

れた利用者負担割合の二割への引上げに関する影響について、施行前後における介護

サービスの利用の変化や、介護施設からの退所者数の状況、家計への負担、高齢者の

地域における生活等に関する実態調査を十分に行った上で、その分析及び評価を行い、

必要な措置を講ずること。また、利用者負担割合の三割への引上げの施行の状況につ

いて適切に把握し、分析及び評価を行い、必要な措置を講ずること。 

四、軽度要介護者・要支援者に対する介護給付・予防給付等が地域で自立した生活を営

み、生活の質を維持向上させること及び介護離職を防止する等家族の負担軽減に重要

であることに鑑み、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の総合事業への移行後の

状況を把握し、検証を行うこと。また、介護保険の被保険者に対するサービスについ

ては、介護又は支援の必要の程度の高低のみならず、それぞれの被保険者の心身の状

況等に応じて、適切かつ必要なサービスが確保されるよう必要な措置を講ずること。 

五、共生型サービスの実施に当たっては、従来、障害者が受けていたサービスの量・質

の確保に留意し、当事者及び関係団体の意見を十分に踏まえ、その具体的水準を検討、

決定すること。 

六、介護職員の処遇が著しく低いことに鑑み、優れた人材を介護の現場に確保し、要介

護者等に対するサービスの水準を向上させるため、平成二十九年度から実施している

介護職員の処遇改善の効果の把握を行うとともに、雇用管理及び勤務環境の改善を強

力に進め、必要な措置を講ずること。 

 右決議する。 


